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Ⅰ章 熱中症について  

１ 熱中症とは  

私たちの体は、運動や体の営みによって常に熱が産生されるので、暑熱環境下でも、異常な体

温上昇を抑えるための効率的な体温調節機能が備わっています。暑い時には、自律神経を介して

末梢血管が拡張します。そのため皮膚に多くの血液が分布し、外気への放熱により体温低下を図

ることができます。  

また汗をかくことで、「汗の蒸発」に伴って熱が奪われる（気化熱）ことから体温の低下に役立

ちます。汗は体にある水分を原料にして皮膚の表面に分泌されます。このメカニズムも自律神経

の働きによります。  

このように私たちの体内で本来必要な重要臓器への血流が皮膚表面へ移動すること、また大量

に汗をかくことで体から水分や塩分（ナトリウムなど）が失われるなどの脱水状態になることに

対して、体が適切に対処できなければ、筋肉のこむら返りや失神（いわゆる脳貧血：脳への血流

が一時的に滞る現象）を起こします。そして、熱の産生と熱の放散とのバランスが崩れてしまえ

ば、体温が急激に上昇します。このような状態が熱中症です。 

  

 

 

 

図 1-1 熱中症の起こり方（環境省：熱中症環境保健マニュアル 2022）    

  



2  

２ 熱中症の発生原因  

熱中症の発症には、環境（気温、湿度、輻射熱、気流等）及び体（体調、年齢、暑熱順化の程

度等）と行動（活動強度、持続時間、水分補給等）の条件が複雑に関係しています。  

  以下の状態に当てはまる場合は、熱中症のリスクが高くなります。 

また、今の生徒等は、空調が整った環境で育っているため、汗腺が未発達の者が多いと言われ

ています。自分（教員）が大丈夫でも、汗をかきにくいことを考慮して、状況把握に努めてくだ

さい。  

 

図 1-2 熱中症の起こり方  

  

上記の状況について、健康観察をしっかり行い、情報を収集・集約し、   
担当教員、行事等の責任者及び管理職がしっかりと連携し、このガイド 

ラインを踏まえた組織的な対応をしてください。  
  

  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

 

心身の状態   

・寝不足、夏バテ等による体調不良   

・朝食 抜き 、昼食抜き 等 による低栄養状態   

・下痢、嘔吐 、 感染症 等 による脱水状態   

・休憩・休息が不足している状態 ( 昼休みがとれてい 

ない 等 )   

・既往症や障害 （ 糖尿病 、 肥満、 心 疾患、精神疾 

患、発達障害等）がある   

・もともと体力があまりない   

・体力が低下している状態   

・悩み が あったり、心的疲労が強かったり する 状態   

・物事に熱中しやすい状態   

・頑張りすぎてしまう状態   

環境   

・急に気温が上がった   

・気温や 湿度 が高い   

・風が弱い   

・ 日差し や照り返しが強い   

・締め切った体育館や空調のきいていない部屋   

行動や状況   

・激しい 運動   

・慣れない 運動   

・水分補給がしにくい状態   

・カフェインや 糖分 を多く 含 む 飲料水 の 過剰摂取   

・長時間の 屋外活動   

・休み明け・練習の初日   

・練習が連日続いた最終日前後   
  

熱   

中   

症   

を   

引   

き   

起   

こ   

す   

可   

能   

性   
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３ 熱中症の症状及び重病度分類  

熱中症は、「暑熱環境にさらされた」状況下での体調不良です。軽症の場合「立ちくらみ」や

「筋肉のこむら返り」などを生じますが、意識ははっきりしています。中等症では、全身の倦怠

感や脱力、頭痛、吐き気、嘔吐、下痢等の症状が見られます。このような症状が現れた場合には、

直ちに医療機関へ搬送する必要があります。重症では高体温に加え意識障害がみられます。けい

れん、肝障害や腎障害も合併し、最悪の場合には死亡する場合もあります。  

熱中症の症状には、典型的な症状が存在しません。暑さの中にいて具体が悪くなった場合には、

まず、熱中症を疑い、応急処置あるいは医療機関へ搬送するなどの措置を講じるようにします。 

  

 

図 1-3 日本救急医学会熱中症分類（環境省・文部科学省：学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き 2021） 

  

４ 熱中症の予防策  

３「熱中症の症状及び重病度分類」で紹介したように、熱中症は生命にかかわる病気です。

学校においても、毎年、熱中症が発生し、不幸にも死亡してしまった例も少なからず発生して

います。  

しかし、熱中症は、予防法を知っていれば、発生や悪化させることを防ぐことができるもの

で、日常生活における予防は、体温の上昇と脱水を抑えることが基本です。そのため、まず大

切なのは、暑い環境下に長時間いることを避けることです。学校生活の中では体育・スポーツ

活動において熱中症を発症することが多く、スポーツなどの体を動かす状況では、それほど気

温の高くない環境下でも熱中症を引き起こすことがあります。暑くないから大丈夫と思うので

はなく、活動中の児童や生徒の状態をよく観察して、異常がないかを確認することが大切です。  
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「熱中症を予防しよう－知って防ごう熱中症－1」では、体育・スポーツ活動における熱中症

予防原則として、以下の５つを挙げています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)環境条件を把握し、それに応じた運動、水分補給を行うこと 

ア 環境条件の把握  

気温が高いときほど、また同じ気温でも湿度が高いときほど、熱中症の危険性は高くなり

ます。  

熱中症の危険性を予測するための環境条件の指標に「暑さ指数（WBGT）」があります。暑さ

指数（WBGT）は気温、気流、湿度、輻射熱を合わせたもので、暑さ指数（WBGT）計で測定し

ます。ただし、暑さ指数（WBGT）計がない場合は、乾球温度（気温）や湿球温度を参考にす

ることもできます（p6.表 1-1 暑さ指数（WBGT）に応じた注意事項等）。  

  イ 運動量の調整  

運動強度が高いほど熱の産生が多くなり、熱中症の危険性は高くなります。環境条件・体

調に応じた運動量（強度と時間）にしましょう。暑い時期の運動はなるべく涼しい時間帯に

するようにし、休憩を頻繁に入れるようにしましょう。激しい運動では休憩は 30分に１回以

上とることが望ましい2とされています。強制的な運動は厳禁です。  

ウ 状況に応じた水分・塩分補給  

暑い時期は、水分をこまめに補給します。汗からは水分と同時に塩分も失われます。汗で

失われた塩分も適切に補うためには、0.1～0.2%程度の塩分（１L の水に１～２g の食塩。 

ナトリウム換算で１L あたり 0.4～0.8g3）を補給できる経口補水液やスポーツドリンクを利

用するとよいでしょう。 体重の 3%以上の水分が失われると体温調節に影響するといわれて

おり、運動前後の体重減が 2%を超えないように水分を補給します4。  

水分補給が適切かどうかは、運動前後の体重を測定すると分かります。運動の前後に、ま

た毎朝起床時に体重を測る習慣を身につけ、体調管理に役立てることが勧められます。  

(2)暑さに徐々に慣らしていくこと  

熱中症事故は、急に暑くなったときに多く発生しています。具体的には、梅雨明け直後など

急に暑くなった時（暑さ指数（WBGT）が 31 以上になる時、２ランク以上高くなった時（（p6. 

                                                           

1 平成 30 年度スポーツ庁委託事業、パンフレット、熱中症を予防しよう－知って防ごう熱中症－、2018  

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/anzen_school/H30nettyuusyouPamphlet/h30nettyuusyou_all.pdf 
2 体育活動における熱中症予防調査研究報告書  
https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/kenko/jyouhou/pdf/nettyuusyo/nettyuusho_5.pdf 
3 長時間の運動で汗をたくさんかく場合には、塩分の補給も必要です。0.1 ～ 0.2%程度の食塩水（1L の水に 1～２g の食塩） 
が適当です（飲料の場合、ナトリウム量は 100ml あたり 40 ～ 80mg が適当）。 
4 熱中症環境保健マニュアル 2018 https://www.wbgt.env.go.jp/pdf/manual/heatillness_manual_3-3.pdf 

 

＜熱中症予防の原則＞  

1.環境条件を把握し、それに応じた運動、水分補給を行うこと  

2.暑さに徐々に慣らしていくこと  

3.個人の条件を考慮すること  

4.服装に気を付けること  

5.具合が悪くなった場合には早めに運動を中止し、必要な処置をすること 
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表 1-1）、合宿の初日に多く発生する傾向があります。また、夏以外でも急に暑くなると熱中症

が発生しやすくなっています。これは体が暑さに慣れていないためです。  

急に暑くなった時は運動を軽くし、暑さに慣れるまでの数日間は、休憩を多くとりながら、

軽い短時間の運動から徐々に運動強度や運量を増やすようにしましょう。週間予報等の気象情

報を活用して気温の変化を考慮した１週間の活動計画等を作成するとよいでしょう。  

  

(3)個人の条件を考慮すること個人の状態や体調の考慮  

体調が悪いと体温調節能力も低下し、熱中症につながります。疲労、睡眠不足、発熱、風邪、

下痢など、体調の悪いときには無理に運動をしないことです。運動前、運動中、運動後の健康

観察が重要です。  

学校で起きた熱中症死亡事故の７割は肥満傾向の人に起きています。このほかにも、体力の

低い人、暑さに慣れていない人、「筋肉のこむら返り」など軽症でも一度熱中症を起こしたこ

とがある人などは暑さに弱いので注意が必要です。運動やトレーニングを軽減する、水分補給

をしっかりする、休憩を十分とるなどの予防策について特に配慮する必要があります。  

  

(4)服装・装具の配慮  

皮膚からの熱の出入りには衣服が影響します。暑い時は、服装は軽装とし、吸湿性や通気性

のよい素材のものが適切です。直射日光は帽子で防ぐようにしましょう。  

運動時に身に付けるプロテクターや防具等の保護具は、休憩時にははずすか、緩めるなどし、

体の熱を逃がすようにしましょう。  

  

(5)具合が悪くなった場合、早めの処置  

暑いときは熱中症が起こり得ることを認識し、具合が悪くなった場合には、ただちに、必要

な処置をとるようにしましょう。  

体育・スポーツ活動など学校生活の中で、具合が悪くなった場合には、すぐに活動を中止し、

風通しのよい日陰や、できればクーラーが効いている室内等に避難させます。  

水分を摂取できる状態であれば、冷やした水分と塩分を補給するようにします。飲料として

は、水分と塩分を適切に補給できる経口補水液やスポーツドリンクなどが最適です。ただし、

水を飲むことができない、症状が重い、休んでも回復しない場合には、病院での治療が必要で

すので、医療機関に搬送します。  

応答が鈍い、言動がおかしいなど重症の熱中症が疑われるような症状がみられる場合には、

直ちに医療機関に連絡します。それと同時に、現場でなるべく早く冷やし、体温を下げること

が重要です。重症者を救命できるかどうかは、いかに早く体温を下げることができるかにかか

っています。  
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５ 暑さ指数（WBGT）と暑さ指数（WBGT）計による測定  

(1)暑さ指数（WBGT）とは  

熱中症の危険度を判断する環境条件の指標に暑さ指数（ WBGT： Wet Bulb Globe 

Temperature：湿球黒球温度）があります。  

暑さ指数（WBGT）は、人体と外気との熱のやりとり（熱収支）に着目し、熱収支に与える影

響の大きい湿度、日射・輻射など周辺の熱環境、気温の３つを取り入れた指標で、単位は、気

温と同じ℃を用います。  

暑さ指数（WBGT）は、運動環境や労働環境の指針として有効であると認められ、多くの学校

において屋外での体育の授業の実施や休み時間の外遊び、部活動の実施の目安として用いられ

ています。  

  

(2)暑さ指数（WBGT）に応じた行動指針  

暑さ指数（WBGT）を用いた指針としては、公益財団法人日本スポーツ協会による「熱中症予

防運動指針」、日本生気象学会による「日常生活における熱中症予防指針」があります。これら

の指針は、表 1-1 に示すように、暑さ指数（WBGT）の段位に応じた熱中症予防のための行動の

目安とすることが推奨されています。  

体育等の授業の前や運動会・体育祭、遠足をはじめとした校外活動の前や活動中に、定期的

に暑さ指数（WBGT）を計測し、これらの指針を参考に危険度を把握することで、より安全に授

業や活動を行うことができます。 

 

表 1-1 暑さ指数（WBGT）に応じた注意事項等 

（環境省・文部科学省：学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き 2021） 
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(3)暑さ指数（WBGT）の測定  

暑さ指数（WBGT）は、右に示すような暑さ

指数（WBGT）計で測定しますが、文部科学省

が示す「保健室の備品等について」」（令和３

年２月３日付け初等中等教育局長通知）にお

いて、保健室に備えるべき備品とされまし

た。  

 

暑さ指数（WBGT）については、活動場所や活動時間ごとに定期的に測定するとともに、必要

に応じて活動場面毎に測定してください。  

  

暑さ指数（WBGT）は、温度や湿度などの複数の環境要素を合わせて測定しているため、場 

所や時間により、値が変動します。活動場所ごと、活動時間ごとに測定することが大切です。  

  暑さ指数（WBGT）計がない場合には、環境省が熱中症予防情報サイトで公開している、暑さ指

数の実測値のうち、活動場所に最も近い場所（神奈川では、海老名、横浜、辻堂、小田原、三

浦）で公表されている暑さ指数（WBGT）の値を参考として用いることができます。 

 

 

図 1-4 WBGT計や温度計の計測の留意点（神奈川県：神奈川県立学校熱中症予防ガイドライン 2024） 
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図 1-5 暑さ指数（WBGT）計の使い方（環境省：屋外日向の暑さ指数（WBGT）計の使い方） 
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Ⅱ章 熱中症警戒アラート・特別警戒アラート  

１ 熱中症警戒アラートについて  

(1)熱中症警戒アラートとは 

熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境が予測される際に、環境省・気象庁が新たに暑さへの

「気づき」を呼びかけ、国民の熱中症予防行動を効果的に促すための情報提供のことを言いま

す。  

令和３年度から環境省と気象庁において「熱中症警戒アラート」の全国運用を開始してきまし

たが、令和６年４月１日付けで、改正気候変動適応法が全面施行され、従来の「熱中症警戒アラ

ート」が「熱中症警戒情報」として法律に位置付けられました。 

 

(2)発表方法・地域単位・基準  

熱中症警戒アラートの発表単位は、高温注意情報と同じ発表区域（府県予報区等単位）を単位

としています。（北海道地方、九州南部・奄美地方、沖縄地方が広域のため、細分化され、それ

以外は都府県単位です。）  

府県予報区内の暑さ指数（WBGT）予測地点のいずれかにおいて、翌日の日最高暑さ指数（WBGT）

を 33以上と予想した日（前日）の 17 時頃に「第１号」が発表され、当日５時頃に「第２号」が

発表されます。なお、前日 17 時頃に発表した府県予報区については、当日の予測が 33未満に低

下した場合においても、アラートを維持し、当日５時頃に「第２号」が発表されます。  

当日の予想から日最高暑さ指数（WBGT）を 33 以上と予測した府県予報区については、当日５時 

頃に「第１号」が発表されます。  

 神奈川県の場合、県内５地点(横浜・海老名・辻堂・三浦・小田原)のいずれかの地点の暑さ指数が 

33以上の場合に神奈川県に熱中症警戒アラートが発表されます。 

  

(3)発表内容  

熱中症警戒アラートでは、環境省・気象庁から次の内容が発表されます。  

-- 府県予報区の方々に対して熱中症への注意を促す呼びかけ  

-- 府県予報区の観測地点毎の日最高暑さ指数（WBGT）  

-- 暑さ指数（WBGT）の目安  

-- 府県予報区の各観測地点の予想最高気温及び前日の最高気温観測値  

（５時発表情報のみ付記）  

-- 熱中症予防において特に気をつけていただきたいこと  

 

(4)伝達方法  

アラートは、気象庁の防災情報提供システムを通じて地方公共団体や報道機関等に対して発表

されます。また、同時に気象庁のウェブサイト及び環境省熱中症予防情報サイトに掲載します。  

なお、小田原市では気象庁の発表を受け、健康づくり課が災害情報配信システムにより各校へ 

メール配信します。 

メールは、前日午後５時及び当日午前５時に配信されます。 
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２ 熱中症特別警戒アラートについて 

(1)熱中症特別警戒アラートとは 

令和６年４月１日付けで、改正気候変動適応法が全面施行され、従来の「熱中症警戒アラー

ト」は「熱中症警戒情報」として法律に位置付けられましたが、より深刻な健康被害が発生し得

る場合に、一段上の「熱中症特別警戒情報」が発表されることとなりました。 

気温が特に著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれ

がある場合に、環境省より発表されます。  

  

(2)発表方法・地域単位・基準  

発表単位は、都道府県単位となっています。 

県内の暑さ指数（WBGT）予測地点の全てにおいて、翌日の日最高暑さ指数（WBGT）を 35 以上

と予想した日（前日）の 14 時頃、神奈川県に発表されます。  

 

(3)発表内容  

熱中症特別警戒アラートでは、環境省から次の内容が発表されます。  

--過去に例のない危険な暑さとなり、健康に重大な被害が生じるおそれがあること 

--自分と周りの人の命を守ること 

--通常の熱中症予防行動では不十分な可能性があること 

 

(4)伝達方法  

アラートは、環境省から都道府県に対して発表されます。  

なお、小田原市では神奈川県からのメールを健康づくり課が収受した後、災害情報配信システムによ

り各校へメール配信します。 

メールは、前日午後３時頃に配信されます。 

 

３ 熱中症警戒アラート・特別警戒アラートの活用にあたって  

熱中症警戒アラートおよび熱中症特別警戒アラートの活用にあたっては、次の視点から、熱中

症の防止対策及び保護者、一般住民の方への対応に臨まれると円滑な措置につながると考えられ

ます。  

 

(1)情報の入手・周知の明確化  

熱中症警戒アラート・特別警戒アラートは、気象庁の防災情報提供システム、関係機関の WEB 

ページ、SNS を通じて多くの方が情報を入手できます。  

逆に、誰かが入手しているであろうと思って、その情報が的確に共有されないことがないよう、

情報の入手、関係者への伝達等を明確に定めておくことが大切です。  

・誰が確認するか  

・いつ確認するか  

・誰に伝えるか  

・情報をもとに、学校運営をどのようにするかを決定する者（校長及び関係職員）  

・これらの者が不在の場合の代理者等  
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(2)熱中症警戒アラート・特別警戒アラートは事前の予測  

翌日に予定されている行事の開催可否、内容の変更等に関する判断、飲料水等の多めの準備、

冷却等の備えの参考となります。  

当日の状況が予測と異なる場合もあり、体育の授業、体育祭等の行事を予定どおりに開催する

か中止にするか、内容を変更して実施するかを判断しなければなりません。熱中症警戒アラー

ト・特別警戒アラートが発表になった場合の具体の対応や、校長不在時の対応者等をあらかじめ

検討しておくことが重要です。  

  

(3)府県予報区単位での予測  

野外学習等、学校以外の場所での行事運営の参考となります。府県予報区内にはいくつかの暑

さ指数の予測地点があり、その予測値も知ることができます。  

熱中症警戒アラート・特別警戒アラートが発表されていない場合であっても、活動場所で暑さ

指数（WBGT）を測定し、状況に応じて、水分補給や休息の頻度を高めたり、活動時間の短縮を行

ったりすることが望まれます。  

  

(4)保護者や一般の方からの問合せ等への対応  

保護者や一般の方から熱中症警戒アラート・特別警戒アラートが出ているのに屋外で体育の授

業を行っている等の意見が提起される場合があり、それらへの対応が求められることがあります。  

一般の方からこのような意見が寄せられることは、熱中症に警戒するという意識が社会の中に

定着しつつある証でもあり「熱中症警戒アラート・特別警戒アラート」発表の目的の一つが達成

しつつあると捉えることができます。  

一方で、学校での負担を軽減するため、本手引きを参考としていただき、事前に保護者の方へ

熱中症警戒アラート・特別警戒アラートが発表された際の対応などを周知いただくこともよいと

考えられます。  

  

(5)熱中症警戒アラート・特別警戒アラート発表時の対応  

気象庁のウェブサイト及び環境省熱中症予防情報サイトのほか、テレビやラジオ等からも積極

的に情報収取し、事前に対応を検討してください。また、あらかじめ熱中症警戒アラート・特別

警戒アラート発表時の対応を地域や各学校の実情に合わせて計画し、全職員が共通理解のもと対

応できるよう備えてください。「図 2-1熱中症警戒アラートが発表されたときの対応例」文部科学

省が作成した対応例を示しますので参考としてください。  

授業実施の可否などの判断については、アラートの発令状況を加味しつつ、活動場所・活動時

間ごとに測定した暑さ指数（WBGT）に応じて、本ガイドライン 19ページの「小田原市の学校生活

における夏季熱中症対策～気温ごとの活動・行動基準～」を参考に検討してください。 

なお、熱中症特別警戒アラートが発令された場合は、校長会と教育委員会とで協議を行い、命

を守る行動を取るよう、周知の徹底を図ります。 
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図 2-1 熱中症警戒アラートが発表されたときの対応例  

（環境省・文部科学省：学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き 2021）  
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Ⅲ章 熱中症の予防措置  

１ 事前の対応  

熱中症を予防するためには気温や湿度など環境条件に配慮した活動が必要です。活動現場の環

境条件を把握する指標として暑さ指数（WBGT）が用いられています。暑さ指数（WBGT）を基準と

する運動や各種行事の指針を予め整備することで、客観的な状況判断・対応が可能となります。  

暑さ指数（WBGT）に基づく運動等の指針を中心とした熱中症予防の体制整備のポイントを以下

にまとめます(p15.図 3-1 熱中症予防の体制整備のフロー)。  

 

(1)教職員への啓発  

児童生徒等の熱中症予防について、「熱中症を予防しよう－知って防ごう熱中症－」（独立行政

法人日本スポーツ振興センター）や「学校における体育活動中の事故防止のための映像資料」

（文部科学省）等を活用し、全教職員で共通理解を図るため研修を実施する。  

（その他、啓発資料はⅥ章を参照）  

  

(2)児童生徒等への指導  

学級担任は、児童生徒等が自ら熱中症の危険を予測し、安全確保の行動をとることができるよ

うに指導するとともに、各教科指導においても、熱中症と関連付けた授業を行う等、教科横断的

に自ら熱中症を予防することができる資質・能力を育成する。  

  

(3)各学校の実情に応じた対策  

近年の最高気温の変化や熱中症発生状況等を確認し、地域や各学校の実情に応じた具体的な予

防策を学校薬剤師の助言を得て検討する。  

  

(4)体調不良を受け入れる文化の醸成  

気兼ねなく体調不良を言い出せる、相互に体調を気遣える環境･文化を醸成する。  

  

(5)情報収集と共有  

熱中症予防に係る情報収集の手段（テレビ・インターネット等）及び全教職員への伝達方法を

整備する。  

  

(6)暑さ指数（WBGT）を基準とした運動・行動の目安  

暑さ指数（WBGT）に応じた運動や各種行事の目安は「p14.表 3-1 暑さ指数（気温）ごとの教

員の判断や行動の目安」とする。 
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表 3-1 暑さ指数（気温）ごとの教員の判断や行動の目安（神奈川県：神奈川県立学校熱中症予防ガイドライン 2024） 

    

(7)暑さ指数（WBGT）の把握と共有  

暑さ指数（WBGT）の測定場所、測定タイミング、記録及び関係する教職員への伝達体制を整備

する。  

 

 

 

 

(8)日々の熱中症対策のための体制整備  

設定した指針に基づき、運動や各種行事の内容変更や中止・延期を日々、誰が、どのタイミン

グで判断し、判断結果をどう伝達するか、体制を整備する。熱中症警戒アラート・特別警戒アラ

ート発表時の対応も含める。  

 

 

 

(9)保護者等への情報提供  

熱中症対策に係る保護者の理解醸成のため、暑さ指数（WBGT）に基づく運動等の指針、熱中症

警戒アラート・特別警戒アラートの意味及び発表時の対応を保護者とも共有する。  

 

 

  

例：暑さ情報（気温・湿度計、天気予報、開催地の暑さ指数（WBGT）、熱中症警戒アラート・特別

警戒アラート情報など）を、誰もが見やすい（ただし壊されない、盗まれない）場所に設置

し、暑さ情報を児童生徒等も含め学校全体で共有 

 

例：熱中症予防の責任者を決める。アラート発表時に行事が予定されている場合、行事の実施 

場所の最寄りの暑さ指数を確認し、実施可否を判断する。 

例：児童生徒等の救急措置と並行して、保護者への連絡を確実かつ正確に行う。必要に応じて 

保護者会を開き、当該児童生徒以外の保護者に対しても適切に情報提供する。 



15  

 

図 3-1 熱中症予防の体制整備のフロー（環境省・文部科学省：学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き 2021）  

 

２ 授業日の対応  

(1) 体育、スポーツ活動時の対策 

ア グラウンド・体育館での活動  

授業や活動前にグラウンド・体育館などの活動場所で暑さ指数（WBGT）を測定し、対応を判

断します。暑さ指数（WBGT）は、測定場所・タイミングで異なります。また、授業が始まると

測定が疎かになる場合もあります。測定者も含め測定方法を予め設定することが重要です。ま

た、熱中症警戒アラート・特別警戒アラート発表時には測定頻度を高くし、暑さ指数（WBGT）

の変化に十分留意します。  

  

イ プールでの活動  

プールサイドが高温になりがちなことや水中においても発汗・脱水があることに留意し、他

の体育活動時と同様に熱中症予防の観点をもった対応が求められます。具体的な対策は、 

「学校屋外プールにおける熱中症対策（独立行政法人日本スポーツ振興センター,2018）」、 

「図 3-2 屋外プールでの熱中症対策例」を参照してください。  
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図 3-2 屋外プールでの熱中症対策例（独立行政法人日本スポーツ振興センター：学校屋外プールにおける熱中症対策） 

  

 

 

 

ウ 部活動での対策  

グラウンド・体育館など活動場所で暑さ指数（WBGT）を測定し、対応を判断することは、体

育の授業と同様です。部活動は体育よりも運動強度が高いこと、防具を着用する競技では薄着

になれないこと等、よりきめ細かな配慮が必要となります。各競技の中央団体でも熱中症対策

のガイドラインを公開しています。これらの情報を踏まえ、各校・各競技の実情に応じた部活

動時の熱中症対策を進めましょう。  

  

(2) 体育、スポーツ活動以外の対策 

ア 各種行事での対策  

運動会、遠足及び校外学習等の各種行事を実施する場合には、計画段階、前日までに行うこ

と、及び当日に行うことに分けて対策を講じることで、計画的に安全管理を行うことができま

す。特に、前日に発表される熱中症警戒アラート・特別警戒アラートを参考に、安心して行事

を実施できる準備を心がけましょう。  
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○行事等における事前の準備・確認、体制の整備    

行事等の前には    

・日射を遮り、氷や飲料等を準備してある救護スペースを設置しましょう。高温になるこ 

とが予想される場合は、屋内にクーラーがある休憩所や救護スペースを用意しましょう。  

・生徒等が給水できる環境を整えましょう。  

・活動場所に
  
 暑さ指数（WBGT）計や温度計を備えましょう。  

・緊急対応用に、氷・スポーツドリンク・経口補水液を十分に準備しましょう。
  

  

・救急体制の確認、学校医・かかりつけ医の連絡先、医療機関リスト等を準備しましょう。  

   

  

イ 教室内の授業  

学校環境衛生基準においては、教室等の温度は 28℃以下であることが望ましいとされてい

ます。温熱環境は温度、相対湿度、気流等によって影響を受けるため、温度のみでなく、その

他の環境条件や児童生徒等の健康状態も考慮した上で総合的な対応が求められます。空調設備

が設置された教室では、空調設備を利用して教室内の温度を適切に管理します。また、空調設

備が設置されていない教室では、換気や扇風機等の使用を行った上で、適宜水分補給を行うよ

う指導することが大切です。特に、工業高校における溶接実習等では、教室内の温度管理や水

分補給に留意する必要があります。  

  

ウ 登下校時  

「第Ⅰ章４ 熱中症の予防策（p.3）」を踏まえ、児童生徒等に涼しい服装や帽子の着用、適

切な水分補給について指導します。また、保護者に対しても熱中症対策の案内を送付するなど

注意喚起を行います。  

  

３ 週休日、休日、学校休業日の対応  

週休日等の部活動及び各種行事（PTA 活動等）における熱中症対策も基本的には、授業日と同

様に暑さ指数（WBGT）に応じた対策となります。ただし、真夏には暑い日中は避け朝夕の時間帯

に練習時間を移すあるいは日中は強度の高い運動を避けるなど、計画段階から暑さを考慮するこ

とが必要です。また、週休日は教職員が限定されることから、熱中症警戒アラート・特別警戒ア

ラート等の情報収集、伝達及び対応判断の手順を事前に整えておきましょう。  

  

４ マスクの着用等について（熱中症対策）  

 

令和５年５月８日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類が５類に移行したこ

とに伴い、学校におけるマスクの着用については、「学校における新型コロナウイルス感染症に

関する衛生管理マニュアル」において、「学校教育活動においては、児童生徒及び教職員に対し

て、マスクの着用を求めないことが基本」とされています。 

  基礎疾患があるなど様々な事情により、感染不安を抱き、マスクの着用を希望する場合があり 

ますが、気温・湿度や暑さ指数(WBGT)が高い日には、熱中症などの健康被害が発生するおそ

れがあるため、マスクを外してください。  
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【マスクの取扱い】 

学校教育活動においては、児童生徒及び教職員に対して、マスクの着用を求めないことが基

本となります。ただし、登下校時に通勤ラッシュ時等混雑した電車やバスを利用する場合や、

校外学習等において医療機関や高齢者施設等を訪問する場合など、社会一般においてマスクの

着用が推奨される場面では、マスクを着用することが推奨されます。 

また、基礎疾患があるなど様々な事情により、感染不安を抱き、マスクの着用を希望したり、

健康上の理由により着用できない児童生徒もいることなどから、そういった者にマスクの着脱

を強いることがないようにしてください。児童生徒の間でも着用の有無による差別・偏見等が

ないよう適切な指導をお願いします。 

幼児についてはマスクの着用を求めないこととしています。ただし、様々な事情により着用

を希望する幼児に対しては適切な配慮が必要であることに留意してください。 

（文部科学省、学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル、2023.5.8～） 

 

 

【教室の望ましい室温について】  

教室の望ましい室温は、学校保健安全法第六条第一項の規定に基づく学校環境衛生基準（令

和４年４月１日一部改正）により、「18℃以上、28℃以下」とされておりますので、エアコンの

設定温度は、その日の気温や教室の状況に応じて、望ましい室温になるように設定する 

ことを併せてお願いします。（神奈川県保健体育課 熱中症に対する注意喚起について（依頼）令和 2 年 6 月 23 日）  

冷暖房器具を使用する場合も、気候上可能な限り、窓を開けた換気を行うこと。換気扇等の

換気設備だけでは人数に必要な換気能力には足りず、窓を開けた換気との併用が必要な場合が

多いことに留意すること。換気の程度や室温等については、天気や教室の位置によって異なる

ため、必要に応じて適切な換気方法を学校薬剤師と相談し、生徒の服装についても配慮するこ

と。 （県立高等学校及び県立中等教育学校における保健管理等に関するガイドライン 令和３年５月７日版）  
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小田原市の学校における熱中症予防対策（各校の取組事例） 

 

【小学校】 

・熱中症アラートが出ている場合、校内放送などで児童に注意喚起を行った。 

・時間を決めてＷＢＧＴを測定し、全校児童に放送で「外遊びはしないで教室で静かに過ごす 

ように」等、注意を促した。 

・職員室前に熱中症ボードを作成し、教職員に対して注意喚起をした。 

・校庭に、赤（運動中止）、黄（熱中症に注意）、緑（安全）のカラーカードを貼り出し、子ども 

たちに注意喚起した。 

・梅雨明け後に校庭に日除け用のテントを設置した。 

・登下校の際、首回りを冷やす物、帽子、日傘などの使用を認め、暑さ対策を行った。しかし、 

安全確保の観点から手持ちのミニ扇風機は認めなかった。 

・授業中、授業前後に補水タイムを作った。 

・手洗い、顔洗いも熱中症に有効であることを指導し積極的に行わせた。 

・昇降口にミストを設置し、登校時や屋外での活動時に稼働させた。 

・必要に応じて２倍濃縮のスポーツドリンクまたは 0.1～0.2％の食塩水を持たせてもよいこと 

 とした。 

・「気温ごとの活動・行動基準」に則り、校内での「コロナ禍における熱中症対応マニュアル」 

を作成し、職員研修を行う等して全職員で予防や早期発見・対応に努めた。 

・保健便りや校内放送で熱中症の予防や自分たちでもできる手当などを知らせた。 

・保健室に経口補水液や保冷剤、氷、冷たい水、うちわや霧吹き等を用意し、救急対応に備えた。 

・夏場の体育で水遊びを取り入れた。 

 

【中学校】 

・期間を決めて、ジャージ登校を許可したり、体操服をズボンに入れないでもよいこととした。 

・特に暑い日は、午後の部活動の活動時間を短くしたり、中止した。 

・教室はエアコンが入ったので問題ないが、特別教室にはエアコンがないため、水分補給や首 

にまくひんやりタオル等の使用を許可した。 

・登下校時、友達との間隔が取れている場合には、マスクをはずすよう指示。また、帽子、日傘、 

首巻きタオル OKとした。 

・天候や行事を考慮し、その都度、保健便りや担任等を通して具体的な保健指導を行い、注意喚 

起を図った。 

・体育時（運動時）は、タオルや水筒を常時携帯できるよう、一人ひとりに専用のバック類を 

用意してもらい、また、給水タイムを必ず設けるようにした。 
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Ⅳ章 熱中症発生時の対応  

１ 発生時の対応  
熱中症が疑われる時には、放置すれば死に至る緊急事態であることをまず認識しなければなりま 

せん。重症の場合には救急車を呼び、現場ですぐに体を冷却する必要があります（図 4-1 熱中症 

対応フロー参照）。熱中症の重症度は具体的な治療の必要性の観点から、Ⅰ度（現場の応急処置で 

対応できる）、Ⅱ度（病院への搬送が必要）、Ⅲ度（入院し集中治療が必要）と分類されます。Ⅱ度 

以上の症状があった場合には、直ちに病院へ搬送します。  

一方、「立ちくらみ」や「筋肉のこむら返り」などの軽度の症状の場合には、涼しい場所へ移動し、 

衣服を緩め、安静にさせます。また、少しずつ水分の補給を行います。この際、症状が改善するか 

どうかは、病院搬送を判断するためのポイントとなりますので、必ず、誰かが付き添うようにしま 

す。病院に搬送するかどうかの判断のポイントを以下に示します。  

 

緊急事態に迅速かつ的確に応急処置を講じるため、以下の項目について学校の体制を確立する

必要があります。 「表 3-1 暑さ指数（気温）ごとの教員の判断や行動の目安（p.14）」や、「図

4-1 熱中症対応フロー（p.22）」を基に各学校においてすぐに対応ができるよう、事前に役割分

担や対応・連絡体制等を定めてください。  

〇 熱中症発生時の教職員の役割分担を定め、全員が理解しておくとともに、職員室、保健室及

び事務室等の見やすい場所に掲示する。  

〇 緊急時に連絡する消防署、医療機関、校内（管理職・養護教諭・学年主任等）及び関係諸機

関等の所在地及び電話番号などを掲示する。  

〇 応急手当や救命処置（心肺蘇生と AED の使用）等に関する講習を行うなど、実際の対応がで

きるようにしておく。  

〇 救急搬送の必要な傷病者が出た場合に備え、各種行事前に現地消防組織、近隣医療機関と連

携しておく。  

 

２ 事故後の対応  

熱中症発生後の対応として、以下の項目等に関する行動指針を予め設定しておきましょう。  

【事故発生後の対応事項例】  

① 引渡しと待機・・・児童生徒等の保護者への引渡し、病院への搬送、引渡しまでの待機

の判断や方法等  

② 心のケア・・・・・心の健康状態の把握方法、支援体制等  

③ 調査・検証・報告・再発防止等・・・情報の整理と保護者等への説明や対応、調査結果

の公表等  

熱中症発生後の行動指針の設定については、「学校事故対応に関する指針」（文部科学省、平成

28 年３月）を参考としてください。  
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熱中症対応フロー 

★熱中症で救急搬送した場合には必ず保健給食課保健係へご一報ください。 

  

図 4-1熱中症対応フロー （独立行政法人日本スポーツ振興センター：スポーツ事故対応ハンドブック） 
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Ⅴ章 熱中症による事故事例  

１ 事故事例からの教訓  

学校での熱中症による事故事例は、独立行政法人日本スポーツ振興センターが公表している

「学校安全 Web 学校事故事例検索データベース」、「熱中症を予防しよう―知って防ごう熱中症

―」、「体育活動における熱中症予防調査研究報告書」、文部科学省が公表している「「学校事故

対応に関する指針に基づく」詳細調査報告書の横断整理」等でも紹介されています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教訓１：熱中症を引き起こす 3 要因（環境・からだ・行動）が関わりあうと熱中症は起こる！ 

○事故要因：気温 32℃、湿度 61%（環境）肥満傾向（からだ）、練習試合にフル出場（アメリ

カンフットボール）（行動）  

  

【事例１ アメリカンフットボール部での部活動中に起きた事故】  

８月、高校３年生の男子がアメリカンフットボール部の部活動で 9：30、練習試合にフル出場

し、11：20、第４クオーター終了直前にベンチで倒れ、意識なし。2 日後に死亡した。気温

32℃、湿度 61％であり、被害者本人は身長 170 ㎝、体重 113 ㎏、肥満度 77％であった。 

 

教訓２：それほど気温が高くなくても湿度が高い日は注意！  

 ○事故要因：湿度が高い（環境）、登山（行動）  

  

【事例２ 宿泊学習で起きた事故】  

７月、中学２年生の男子が宿泊学習で登山中に熱中症になり、死亡した。当日は気温 27.2℃、

湿度 70％であった。（事故現場近隣の気象庁データによる）  

教訓３：激しい運動ではなくても、暑さ指数が高い日、特に小学校低学年では注意！  

○事故要因：暑さ指数（WBGT）32 で「危険」（環境）、小学校低学年（からだ）  

  

【事例３ 校外学習で起きた事故】  

７月、小学校１年生の男子が学校から約１km 離れた公園での校外学習後に教室で様子が急変

し、意識不明になり、救急搬送される事故が発生した。当該生徒は搬送先の病院において死亡

した。  

＊午前 10 時の状況：気温 32.9℃、 暑さ指数（WBGT）32 で「危険」 
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Ⅵ章 参考資料等 
 

１ 熱中症予防チェックリスト 
環境省・文部科学省「学校における熱中症ガイドライン作成の手引き（令和６年４月 追補版）より 

 

各学校における熱中症事故対策のポイントを整理・確認すること等の参考としてご活用ください。 

 

 

 

 

（１）日頃の環境整備等

□
活動実施前に活動場所における暑さ指数等により熱中症の危険度を把握できる環境
を整える

□
危機管理マニュアル等で、暑熱環境における活動中止の基準と判断者及び伝達方法
を予め定め、関係者間で共通認識を図る（必要な判断が確実に行われるとともに関
係者に伝達される体制づくり）

□
熱中症事故防止に関する研修等を実施する（熱中症事故に係る対応は学校の教職員
や部活動指導に係わる全ての者が共通認識を持つことが重要）

□

休業日明け等の体が暑さや運動等に慣れていない時期は熱中症事故のリスクが高い
こと、気温30℃未満でも湿度等の条件により熱中症事故が発生し得ることを踏ま
え、暑さになれるまでの順化期間を設ける等、暑熱順化（体を暑さに徐々にならし
ていくこと）を取り入れた無理のない活動計画とする

□ 活動中やその前後に、適切な水分等の補給や休憩ができる環境を整える

□
熱中症発生時（疑いを含む）に速やかに対処できる体制を整備する
（重度の症状（意識障害やその疑い）があれば躊躇なく救急要請・全身冷却・AED
の使用も視野に入れる）

□ 熱中症事故の発生リスクが高い活動の実施時期・活動内容の調整を検討する

□
運動会、遠足及び校外学習等の各種行事、部活動の遠征など、指導体制が普段と異
なる活動を行う際には、事故防止の取組や緊急時の対応について事前に確認し児童
生徒とも共通認識を図る

□
保護者に対して活動実施判断の基準を含めた熱中症事故防止の取組等について情報
提供を行い、必要な連携・理解醸成を図る

□
室内環境の向上を図るため、施設・設備の状況に応じて、日差しを遮る日よけの活
用、風通しを良くする等の工夫を検討する

□
学校施設の空調設備を適切に活用し、空調の整備状況に差がある場合には、活動す
る場所の空調設備の有無に合わせた活動内容を検討する

□
送迎用バスについては、幼児等の所在確認を徹底し、置き去り事故防止を徹底する
（安全装置はあくまで補完的なものであることに注意）
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（２）児童生徒等への指導等

□
特に運動時、その前後も含めてこまめに水分を補給し休憩をとるよう指導する
（運動時以外も、暑い日はこまめな水分摂取・休憩に気を付けるようにする）

□
自分の体調に気を配り、不調が感じられる場合にはためらうことなく教職員等に
申し出るよう指導する

□
暑い日には帽子等により日差しを遮るとともに通気性・透湿性の良い服装を選ぶ
よう指導する

□ 児童生徒等のマスク着用に当たっても熱中症事故の防止に留意する

□
運動等を行った後は十分にクールダウンするなど、体調を整えたうえでその後の
活動（登下校を含む）を行うよう指導する

□
運動の際には、気象情報や活動場所の暑さ指数（WBGT）を確認し、無理のない活
動計画を立てるよう指導する

□ 児童生徒等同士で水分補給や休憩、体調管理の声をかけ合うよう指導する

□
校外学習や部活動の遠征など、普段と異なる場所等で活動を行う際には、事故防
止の取組や緊急時の対応について事前に教職員等と共通認識を図る

□
登下校中は特に体調不良時の対応が難しい場合もあることを認識させ、発達段階
等によってはできるだけ単独行動は短時間にしてリスクを避けること等を指導す
る
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（３）活動中・活動直後の留意点

□
暑さ指数等により活動の危険度を把握するとともに、児童生徒等の様子をよく観
察し体調の把握に努める

□ 体調に違和感等がある際には申し出やすい環境づくりに留意する

□
児童生徒等の発達段階によっては、熱中症を起こしていても「疲れた」等の単純
な表現のみで表すこともあることに注意する

□
熱中症発生時（疑いを含む）に速やかに対処できる指導体制とする
（重度の症状（意識障害やその疑い）があれば躊躇なく救急要請・全身冷却（全
身に水をかけることも有効）・状況によりAEDの使用も視野に入れる）

□
活動（運動）の指導者は、児童生徒等の様子やその他状況に応じて活動計画を柔
軟に変更する（運動強度の調節も考えられる）

□
運動強度・活動内容・継続時間の調節は児童生徒等の自己管理のみとせず、指導
者等が把握し適切に指導する

□
児童生徒等が分散している場合、緊急事態の発見が遅れることもあるため、特に
熱中症リスクが高い状況での行動には注意する

□
運動を行った後は体が熱い状態となっているため、クールダウンしてから移動し
たり、次の活動（登下校を含む）を行うことに注意する
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引用文献  

●環境省・文部科学省、学校における熱中症ガイドライン作成の手引き 2021  
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6-1 環境省  

●熱中症環境保健マニュアル 2022 

https://www.wbgt.env.go.jp/heatillness_manual.php  

●夏季のイベントにおける熱中症対策ガイドライン 2020 

https://www.wbgt.env.go.jp/heatillness_gline.php 

●屋外日向の暑さ指数（WBGT）計の使い方  

https://www.wbgt.env.go.jp/pdf/heatillness_leaflet_wbgtmeter.pdf  

●令和 2 年度の熱中症予防行動  

https://www.wbgt.env.go.jp/pdf/20200526_leaflet.pdf  

●環境省大臣官房環境保健部長通知(環保安発第 2402282 号)  

「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律等の施行について」 

   

 

6-2 文部科学省  

●文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課長 初等中等教育局教育課程課長通知 

「熱中症事故の防止について（依頼）」（令和 3 年 4 月 30 日）  

https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1417343.htm  

●学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル ～「学校の新しい生活様式」～

2021.4.28 Ver.6  

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00029.html  

●学校における子供の心のケア（平成 26 年 3 月） 

https://www.mext.go.jp/content/20240322-mxt_kenshoku-000031772_2.pdf 

●生きる力をはぐくむ学校での安全教育（平成 31年 3 月） 

https://anzenkyouiku.mext.go.jp/mextshiryou/data/seikatsu03_h31.pdf 

  

6-3 厚生労働省  

●一般社団法人日本救急医学会 熱中症に関する委員会 

熱中症診療ガイドライン 2015、2024 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/heatstroke2015.pdf  

https://www.jaam.jp/info/2024/files/20240725_2024.pdf 

 

6-4 スポーツ庁、日本スポーツ振興センター 

●学校の体育の授業におけるマスク着用の必要性について（ 事務連絡） 

https://anzenkyouiku.mext.go.jp/heatillness/data/200521mask.pdf  

●熱中症を予防しよう－知って防ごう熱中症－ 

https://www.youtube.com/watch?v=55HraW-3P4k&t=15s（啓発動画)   



29  

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/kenko/jyouhou/pdf/nettyuusyo/nettyuusyo

_all.pdf（パンフレット） 

●スポーツ事故対応ハンドブック/熱中症への対応  

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/anzen_school/R2handbook/extra_B7.pdf  

●学校屋外プールにおける熱中症対策  

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/anzen_school/H30nettyuusyouPoolPamphlet 

/h30nettyuusyou_pool.pdf  

●熱中症 自分自身の異変に気が付くのは、自分！／熱中症かも？と思ったら～熱中症対応フロー～  

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/kenko/pdf/card/R2/R2_7_2.pdf  

（中学校・高等学校等向け）  

●体育・スポーツ活動での熱中症に注意しましょう！／熱中症かも？と思ったら～熱中症対応フロー～ 

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/kenko/pdf/card/R2/R2_7_3.pdf （先生・顧問向け） 

●学校安全 Web 学校事故事例検索データベース 

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/default.aspx?tabid=822  

●体育活動における熱中症予防 調査研究報告書  

https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12848785/www.jpnsport.go.jp/anzen/anzen_school/bousi_ 

kenkyu/tabid/1729/Default.aspx 

●熱中症予防動画「あついひはきをつけて！かぶのしらせ（こども向け）」 

https://www.youtube.com/watch?v=SvAJCyAmez4 

●熱中症予防動画「なくそう！こどもの熱中症（先生向け）」 

https://www.youtube.com/watch?v=DR06BQcLkK4 

●先生の対応が熱中症から園児を守る！ 

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/kenko/jyouhou/pdf/R6youho/flyer_teacher.pdf 

  

6-5 各種スポーツの中央競技団体  

●「安全対策ガイドライン」（公益財団法人日本陸上競技連盟） 

https://www.jaaf.or.jp/rikuren/pdf/safety.pdf  

●「オープンウォータースイミング（OWS）競技に関する安全対策ガイドライン」（公益財団法人日本

水泳連盟）  

https://swim.or.jp/old/11_committee/18_ows/pdf/1003121.pdf 

●「熱中症対策ガイドライン」（公益財団法人日本サッカー協会）  

http://www.jfa.jp/documents/pdf/other/heatstroke_guideline.pdf  

●「ボート競技と熱中症について」（公益社団法人日本ボート協会） 

http://www.jara.or.jp/info/2008/medicine20080602.html  

●「バレーボールにおける暑さ対策マニュアル」（公益財団法人日本バレーボール協会）  

https://www.jva.or.jp/wp-content/uploads/2024/02/atsusamanual.pdf 

●「柔道の安全指導」（公益財団法人全日本柔道連盟）  

 https://www.youtube.com/watch?v=CYtYrmxiCFY 

●「熱中症 ソフトボール活動中の予防について」（公益財団法人日本ソフトボール協会） 

http://www.softball.or.jp/info_jsa/joho/osirase/jsa_nettyushou2014.pdf  

 

●「熱中症」（一般財団法人全日本剣道連盟）  

https://www.kendo.or.jp/knowledge/medicine-science/heatstroke/  

●「安全対策～熱中症」（公益財団法人全日本なぎなた連盟） 

https://www.naginata.jp/naginata/heatstroke.html  

●「運動中の事故を防止するために～競技団体からの提言～」（公益社団法人日本トライアスロン連

合）https://www.jtu.or.jp/news/2014/140711-1.html  

●「熱中症再発防止提言」（公益社団法人日本アメリカンフットボール協会） 

https://americanfootball.jp/wp-content/uploads/007_safety.pdf 

6-6 暑さ指数（WBGT）計規格  

●ISO 7243:2017 Ergonomics of the thermal environment — Assessment of heat stress using the 

WBGT (wet bulbglobe temperature) index  
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●日本工業規格 JIS B 7922：2017 電子式湿球黒球温度（WBGT）指数計 

https://kikakurui.com/b7/B7922-2017-01.html  

 6-7 その他  
●三宅康史：気象異常 異常高温.災害医療 2020 S337-339,日本医師会雑誌第 149 巻特別号（１）
公 益 財団 法人 日本 スポ ー ツ協 会、 スポ ーツ 活 動中 の熱 中症 予防 ガ イド ブッ ク 
https://www.japan-sports.or.jp/publish/tabid776.html#guide01  

●独立行政法人日本スポーツ振興センター 国立スポーツ科学センター、競技者のための暑熱対策ガイ

ドブック https://www.jpnsport.go.jp/jiss/Portals/0/jigyou/pdf/shonetsu.pdf  

●熱中症予防のための運動指針 日本生気象学会、「日常生活における熱中症予防指針 Ver.4」 

https://seikishou.jp/cms/wp-content/uploads/20220523-v4.pdf 
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